
15

私
の
夫
は
年
金
を
受
け
る
前
に

亡
く
な
り
ま
し
た
。
今
ま
で
保
険
料

を
コ
ツ
コ
ツ
納
め
て
き
た
の
で
す
が
。

遺
族
基
礎
年
金
、
寡
婦
年
金
ま

た
は
死
亡
一
時
金
が
受
け
取
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
亡
く
な
る
ま
で
の

保
険
料
納
付
済
期
間
や
遺
族
と
の
生

計
関
係
な
ど
で
、
受
け
取
れ
る
年
金

や
給
付
が
異
な
り
ま
す
。

☆
遺
族
基
礎
年
金

国
民
年
金
加
入
中
の
方
が
死
亡
し

た
場
合
、
そ
の
人
に
よ
っ
て
生
計
を

維
持
さ
れ
て
い
た
「
子
の
あ
る
妻
」

ま
た
は
「
子
」
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

年
金
額
…
80
万
４
千
200
円

「
子
の
あ
る
妻
」
が
受
給
す
る
場
合
の

加
算
額

１
人
目
・
２
人
目

各
23
万
１
千
400
円

３
人
目
以
降
　
　

各
７
万
７
千
100
円

「
子
」
が
受
給
す
る
場
合
の
加
算
額

１
人
目
　
　
　
　
　
　
　
加
算
な
し

２
人
目
　
　
　
　
　
23
万
１
千
400
円

３
人
目
以
降
　
　
各
７
万
７
千
100
円

支
給
期
間
は
子
ど
も
が
18
歳
に
な

る
ま
で
で
、
１
級
・
２
級
の
障
害
の

あ
る
子
ど
も
に
限
り
20
歳
に
な
る
ま

で
支
給
さ
れ
ま
す
。

☆
寡
婦
年
金

次
の
条
件
を
満
た
し
た
場
合
、
妻

が
60
歳
か
ら
65
歳
に
な
る
ま
で
の
間
、

受
け
ら
れ
ま
す
。

年
金
額
は
、
夫
が
受
け
る
は
ず
だ

っ
た
老
齢
基
礎
年
金
額
の
４
分
の
３

で
す
。

①
第
１
号
被
保
険
者
（
任
意
加
入
被

保
険
者
を
含
む
）
の
期
間
の
み
で
受

給
資
格
を
満
た
し
た
夫
が
、
年
金
を

受
け
ず
に
亡
く
な
っ
た
場
合
。

②
夫
と
の
婚
姻
期
間
が
10
年
以
上
継

続
し
て
い
て
、
夫
の
死
亡
当
時
夫
に

生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
た
場
合
。

☆
死
亡
一
時
金

第
１
号
被
保
険
者
（
任
意
加
入
被

保
険
者
を
含
む
）
で
保
険
料
を
３
年

以
上
納
め
た
人
が
年
金
を
受
け
ず
に

死
亡
し
た
と
き
、
遺
族
（
死
亡
当
時

生
計
を
共
に
し
て
い
た
配
偶
者
・

子
・
父
母
・
孫
・
祖
父
母
・
兄
弟
姉

妹
）
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

遺
族
基
礎
年
金
や
寡
婦
年
金
を
請
求

し
た
と
き
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

＊
半
額
免
除
月
数
は
、
納
付
月
数
の

２
分
の
１
と
な
り
ま
す
。

＊
付
加
保
険
料
を
３
年
以
上
納
め
て

い
る
と
き
は
、
８
千
500
円
が
加
算
さ

れ
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

住
民
課
国
民
年
金

係
1
０
７
９
４
（
３
５
）
２
３
６
３
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市
街
化
区
域
及
び
市
街
化
調
整
区

域
の
区
域
区
分
（
線
引
き
）
の
見
直

し
に
関
す
る
町
素
案
の
閲
覧
を
次
の

通
り
行
い
ま
す
。

▼
閲
覧
期
間

12
月
４
日
(水)
〜
24
日

(火)
（
土
・
日
曜
日
・
祝
日
を
除
く
午

前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
）

▼
閲
覧
場
所

都
市
計
画
課

な
お
、
播
磨
町
で
は
今
回
の
見
直

し
に
よ
る
区
域
区
分
の
変
更
は
あ
り

ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
わ
せ
　
都
市
計
画
課

1
０
７
９
４
（
３
５
）
２
３
６
６

平
成
15
年
４
月
１
日
か
ら
喜
瀬
川

が
、
重
点
的
撤
去
区
域
に
指
定
さ
れ

プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
の
係
留
が
出
来

な
く
な
り
ま
す
。
重
点
的
撤
去
区
域

に
指
定
さ
れ
た
後
は
、
こ
の
区
域
に

お
い
て
不
法
に
係
留
し
て
い
る
船
舶
、

係
留
施
設
ま
た
放
置
船
舶
の
取
り
締

ま
り
を
強
化
し
ま
す
の
で
、
係
留
船

舶
の
退
去
及
び
係
留
施
設
を
撤
去
さ

れ
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

▼
重
点
的
撤
去
区
域

喜
瀬
川
河
口

よ
り
古
宮
橋
上
流
約
25
㍍
ま
で

▼
問
い
合
わ
せ

兵
庫
県
東
播
磨
県
民
局
県
土
整
備
部

加
古
川
土
木
事
務
所
　
管
理
第
３
課

1
０
７
９
４
（
２
１
）
９
３
５
９

平
成
15
年
４
月
１
日
か
ら
喜
瀬
川

と
同
様
に
播
磨
町
漁
港
区
域
に
お
い

て
も
同
様
の
指
定
を
す
る
予
定
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

土
木
課

1
０
７
９
４
（
３
５
）
２
３
６
５

▼
日
時

12
月
４
日
(水)
午
後
２
時
〜

３
時
30
分

▼
場
所

役
場
３
階
Ｂ
Ｃ
会
議
室

▼
問
い
合
わ
せ

加
古
川
税
務
署

1
０
７
９
４
（
２
１
）
２
９
５
３

平
成
14
年
９
月
30
日
よ
り
兵
庫
県

の
最
低
賃
金
は
、

時
間
額
675
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

※
今
回
の
改
正
か
ら
兵
庫
県
最
低
賃

金
の
日
額
が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
時
間
額
は
従
来
ど
お
り
で
す
。

※
産
業
別
最
低
賃
金
に
つ
い
て
は
、

平
成
14
年
12
月
１
日
よ
り
改
正
さ

れ
ま
す
。

※
詳
し
く
は
兵
庫
労
働
局
労
働
基
準

部
賃
金
課
（
1
０
７
８
（
３
６
７
）

９
１
５
４
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

広報はりま2002.12

喜
瀬
川
不
法
係
留
船
舶
等

重
点
的
撤
去
区
域
指
定

こ
ん
な
と
き
ど
う
し
た
ら
い
い
の
？�

Ａ

　この運動は年末特有の気ぜわしさや、
帰省、旅行、買い物などに伴う交通量
の変化に加え、夕暮れ時・夜間におけ
る交通事故の多発が懸念されるため、
みなさん一人ひとりの交通安全思想
および交通モラルの高揚を図るととも
に、思いやりのある交通行動の実践を
習慣づけることにより、交通事故の防
止の徹底を図ることを目的とします。�
�
★重点目標�
　○夕暮れ時の交通事故防止�
　○飲酒運転の追放�
　○高齢者の交通事故防止�
　○シートベルトとチャイルドシートの
着用の徹底�

年末の交通事故防止運動�
12月１日～31日�

～年末における犯罪・事故の防止～�

�
　県警察は、皆さんが安全で安心し
て年末を過ごせるよう、県下全域で特
別警戒を実施し、パトロールなどを強
化していますが、皆さんも一人一人が
犯罪や事故に遭わないように注意し
てください。�
�
お宅を留守にされるときには�
・泥棒などの被害に遭わないように、
戸締まりをしっかりとしましょう。�
・火気を点検して、安全を確かめま
しょう。�
�
外出中には�
・貴重品はしっかり身につけておき
ましょう。�
・混雑する場所では急がず、警察官
や警備員の指示に従いましょう。�

安全で安心な年末を�
都
市
計
画
に
関
す
る
素
案
の
閲
覧

Ｑ

　山陽電車播磨町駅北に建設されたマンシ
ョン「セフレ播磨」の２階の一部を「誰も
が健康で安心して暮らせるまち」づくりを

行うため、「公益施設」として取得し、播磨町内にない、または比較的少な
い医療機関を誘致（賃貸）する事業を進めてまいりましたが、「整形外科」、
「耳鼻咽喉科」、「眼科」が診療を開始しました。�
　診療時間は、次の通りです。�

　�

今
後
の
予
定�

皮
膚
科
　
平
成
15
年
４
月
開
院�

▼
問
い
合
わ
せ
　
健
康
福
祉
課�

1
０
７
９
４
（
３
５
）
２
３
６
２�

（
　
　
　
　
　
　
　
　 

　
）�

午
前�

午
後�

休
　
　
診�

整形外科�

9時00分～12時30分�9時00分～12時00分�9時00分～12時00分�

日曜日�
祝　日�
水曜日（午後）�
土曜日（午後）�

日曜日�
祝　日�
水曜日（全日）�

日曜日�
祝　日�
水曜日（午後）�
土曜日（午後）�

3時00分～7時00分�
3時30分～6時30分�
（土曜日は、2時～4時）�

4時00分～7時00分�

耳鼻咽喉科� 眼　科�

保険料を納めた年数�金　額�

3年以上15年未満�

15年以上20年未満�

20年以上25年未満�

25年以上30年未満�

30年以上35年未満�

35年以上40年未満�

120,000円�

145,000円�

170,000円�

220,000円�

270,000円�

320,000円�

�

加古川市�

稲 美 町 �

播 磨 町 �

件　数�傷　者�死者�

2,183�

282�

204

（＋84）�

（＋32）�

（－7）�

2,620�

352�

255

（＋37）�

（＋21）�

（＋5）�

12�

2�

2

（＋5）�

（±0）�

（＋2）�

平成14年10月末現在�
（昨年比）�

お
知ら

せ
播
磨
町
漁
港
区
域
に
お
け
る
不
法

係
留
船
舶
等
放
置
禁
止
区
域
指
定

平
成
14
年
分

青
色
申
告
決
算
説
明
会

播
磨
町
は
法
律
で
介
護
保
険
の
運

営
主
体
と
し
て
の
保
険
者
と
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
保
険
者
の
主
な
仕
事

は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

一
　
介
護
保
険
事
業
計
画
を
策
定
し
、

実
施
す
る
こ
と

二
　
被
保
険
者
（
保
険
給
付
を
受
け

る
方
）
の
資
格
を
管
理
し
、
要
介

護
認
定
を
行
い
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
用
を
支
給
す
る
こ
と

三
　
65
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料

を
決
定
し
、
徴
収
す
る
こ
と

保
険
者
の
仕
事
と
し
て
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
用
を
支
出
し
た
り
、
皆
さ
ん

か
ら
の
保
険
料
を
収
入
し
た
り
す
る

会
計
を
介
護
保
険
事
業
会
計
と
い
い

ま
す
。

こ
の
介
護
保
険
事
業
会
計
は
介
護

保
険
だ
け
の
こ
と
に
し
か
お
金
を
使

う
こ
と
が
で
き
な
い
特
別
会
計
と
法

律
で
定
め
ら
れ
お
り
、
播
磨
町
も

「
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
」
と
し
て

設
置
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
こ
の
特
別
会
計
の
収
入

と
支
出
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
。

介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
か
ら
お

金
を
支
払
う
側
を
歳
出
と
い
い
、
逆

に
お
金
が
入
っ
て
く
る
側
を
歳
入
と

い
い
ま
す
。
歳
出
で
最
大
の
支
払
項

目
は
、
も
ち
ろ
ん
介
護
保
険
の
サ
ー

ビ
ス
に
使
っ
た
保
険
給
付
費
で
す
。

歳
入
で
大
き
な
比
率
を
占
め
る
も

の
は
介
護
保
険
料
と
国
・
県
・
町
の

公
費
（
税
金
）
で
す
。
こ
の
保
険
料

と
公
費
が
負
担
す
る
割
合
は
、
法
律

な
ど
で
歳
出
側
の
保
険
給
付
費
に
対

し
て
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。介

護
保
険
料
で
は
40
歳
か
ら
64
歳

ま
で
の
方
の
保
険
料
が
33
㌫
、
65
歳

以
上
の
方
の
保
険
料
が
17
㌫
に
な
る

よ
う
に
、
公
費
の
中
で
は
国
の
負
担

金
が
約
25
㌫
、
県
の
負
担
金
が
12
・

５
㌫
、
町
の
負
担
金
が
12
・
５
㌫
と

な
る
よ
う
に
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
40
歳
以
上
64
歳
ま
で
の
方
の
保
険
料

割
合
と
65
歳
以
上
の
方
の
保
険
料
割

合
は
、
平
成
15
年
度
か
ら
32
㌫
、
18

㌫
と
な
る
予
定
で
す
）

言
い
換
え
る
と
、
介
護
保
険
の
サ

ー
ビ
ス
に
使
っ
た
費
用
は
、
そ
の
１

割
が
利
用
者
の
自
己
負
担
で
、
後
の

９
割
の
半
分
が
40
歳
以
上
の
方
か
ら

の
保
険
料
で
、
残
り
が
公
費
で
賄
わ

れ
て
い
る
の
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

健
康
福
祉
課
介
護
保
険
係
　

1
０
７
９
４
（
３
５
）
２
３
６
２

介
護
保
険
制
度
が
平
成
12
年
４
月
か
ら
始
ま
り
２
年
８
カ
月
が
経
過
し
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。
最
近
、
新
聞
な
ど
で
「
介
護
保
険
料
の
見
直
し
」
や
「
介

護
報
酬
の
見
直
し
」
と
い
っ
た
記
事
を
よ
く
目
に
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

な
ぜ
介
護
保
険
料
や
介
護
報
酬
が
見
直
さ
れ
る
の
か
を
、
こ
れ
か
ら
５
回

の
特
集
で
説
明
し
ま
す
。

今
回
は
保
険
者
と
し
て
の
播
磨
町
の
仕
事
と
介
護
保
険
会
計
の
仕
組
み
に

つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

介
護
保
険
会
計
の
仕
組
み�
介
護
保
険
特
集
①�

保
険
者
の
仕
事

介
護
保
険
会
計
は
特
別
会
計

介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
の

歳
入
は
介
護
保
険
料
と
公
費

介護給付9割の内訳� 介護保険のサービスに�
かかる費用の負担�

介護給付�

利用者負担分�
65歳以上の�
方の保険料�
約17％�

国の負担金�
　約25％�

兵庫県の負担金�
　　12.5％�

播磨町の�
負担金�
　12.5％�

40～64歳の�
方の保険料�
　33％�

9割�

1割�

保�
公�

費�
険�

料�

％�
％�

50
50

兵
庫
県
の
最
低
賃
金


